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経済建設委員会会議録 

 

令和３年９月１３日（月） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １０：５８ 

【 案 件 】 

１．認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定 

２．認定第１４号 令和２年度 飯塚市工業用水道事業会計決算の認定 

３．認定第１５号 令和２年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定 

４．認定第１６号 令和２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定 

５．議案第８１号 飯塚市工場等誘致条例の一部を改正する条例 

６．議案第８４号 土地の処分（地方卸売市場跡地） 

７．議案第８８号 市道路線の認定 

８．中心拠点の整備について 

 

【 報告事項 】 

１．令和３年８月豪雨による災害発生について （農業土木課） 

２．工事請負契約について （企業管理課） 

３．工事請負変更契約について （企業管理課） 

                                           

 

○委員長 

 ただいまから経済建設委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。当委員会に付託を受けております、認

定議案４件の審査につきましては一括議題とし、まず、執行部から議案の補足説明を受け、その

後、審査に入ります。初めに監査委員の審査意見書に対する質疑、次にそれぞれの認定議案に対

する質疑を行い、討論・採決は保留し、最後に認定議案ごとに討論・採決を行いたいと思います。 

以上のように委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議がないようですから、そのように運営をさせていただきます。 

 それでは、「認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」から「認定第

１６号 令和２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」までの４件を一括議題といたします。

執行部に補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

 「認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」から「認定第１６号 令和

２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」の４件について、一括して補足説明いたします。 

 企業局の決算については、一般会計の官公庁会計と異なり、公営企業会計の複式簿記となりま

す。決算書に基づき補足資料を作成しましたので、この資料に沿ってご説明いたします。 

資料「令和２年度 企業局の決算について」をお願いします。 

 １ページをお願いします。まず、公営企業会計の予算の仕組みについて、３つの財布という例

で説明させていただきます。まず、第１の財布が収益的収支（維持管理費用）となります。この

収入として、水道料金や下水道使用料等の料金収入があり、支出として水をつくる工程でかかる

費用、施設の維持管理の経費、起債（借金）をした際の利息がこの第１の財布から支払われます。 

第２の財布が資本的収支（投資費用）となります。収入として企業債（借金）や一般会計からの

出資金・補助金があり、支出として建設改良費等の事業費、企業債元金の償還がこの第２の財布
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で賄うものとなります。第３の財布が内部留保資金等となります。未処分利益剰余金や内部留保

資金を貯めておく財布となります。この第３の財布は第１の財布と第２の財布の過不足を調整す

る財布となります。第１の財布（収益的収支）と第２の財布（資本的収支）の余りや純利益、減

価償却費等を入れる財布になります。いわゆる貯金のような性質があります。第１の財布や第

２の財布で不足が生じた際に切り崩して使用しますので、ある程度余裕がないと安定した経営が

できません。 

まず初めに、水道事業会計の決算について、ご説明いたします。３ページをお願いします。令

和２年度の給水戸数は５万９２８１戸で前年度より増加、給水人口は１２万３１８７人で前年度

より減少しており、近年この傾向が続いております。 

４ページをお願いします。令和２年度の年間総配水量は１４３７万３８０７立法メートル、年

間有収水量は１２５８万２６２６立法メートル、ともに前年度に比べ増加しており、有収率は

８７．５４％となっております。 

 次に、収支の状況について、ご説明いたします。５ページをお願いします。この資料の金額に

ついては概算になりますので、ご了承ください。収益的収支（第１の財布）につきましては、収

入合計が２０億円、支出合計は２１億円となっております。収支の結果として支出の方が多くな

っており、１億円の純損失を計上しております。この純損失につきましては内部留保資金等（第

３の財布）で補てんしております。 

 ６ページをお願いします。料金収入と損益の推移をグラフで示したものです。平成３０年度か

ら赤字となっておりますが、前年度と比較して料金収入は若干ふえており、その分損失額が減っ

ております。 

 ７ページをお願いします。資本的収支（第２の財布）につきましては、収入合計が９．３億円、

支出合計は１６．７億円となっております。資本的収支の不足額が７．４億円となっており、こ

の分につきましては内部留保資金等（第３の財布）で補てんしております。 

 ８ページをお願いします。水道事業会計の内部留保資金等（第３の財布）の残高の内訳です。

収益的収支や資本的収支の過不足を調整しています。前年度期末残高は１３．７億円、令和２年

度では収益的収支の損失分を補てんしましたので１億円のマイナス、資本的収支の不足を補てん

しましたので７．４億円のマイナス、当年度分となっておりますのが、減価償却費等の内部留保

資金として積立が９億円となり、令和２年度期末残高は１４．３億円となっております。その下

に５年間の推移をグラフで示しておりますが、平成３０年度以降は赤字になったことで残高は減

少傾向にあります。 

 ９ページをお願いします。水道事業会計の企業債残高の状況です。前年度期末残高が８３億円、

令和２年度の返済分が４．７億円、新たな借り入れ分が４．９億円、よって、令和２年度期末残

高は８３．２億円となっております。 

１０ページをお願いします。令和２年度の主な事業です。重要給水施設等配水管布設替工事や

浄水場等施設改良工事などを実施しています。 

１１ページをお願いします。財務・経営の状況です。経常収支比率は企業の収益性を示すもの

で、経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す指標で、１００％を上回っていれば健

全な経営状態であるとされていますが、令和２年度は９５．１４％となっております。 

料金回収率は給水にかかる費用をどの程度水道料金で賄うことができているかを示す指標で、

１００％を上回っていれば水道料金で賄えているといえますが、令和２年度は９４．１３％とな

っております。 

企業債残高対給水収益率は給水収益に対する企業債残高の規模を示す指標で４７２．７４％と

なっており、類似団体と比較してかなり高い状況となっています。 

次に工業用水道事業会計の決算について、ご説明いたします。１３ページをお願いします。契

約件数は６者で、年間契約水量は１７万４５５立法メートル、年間総給水量は７万３８６８立法
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メートルとなっており、前年度に比べて４万１００７立法メートルの減となっております。 

１４ページをお願いします。収益的収支（第１の財布）につきましては、収入合計が

５４４９万円、支出合計は４９６４万円となっております。よって４８５万円の純利益を計上し

ております。この純利益につきましては内部留保資金等（第３の財布）に積み立てております。

工業用水道事業につきましては、主な収益が他会計補助金（一般会計）からの補助金となってお

り、経営体質の改善を行う必要がありますが、今後のあり方につきましては市長部局と検討を続

けているところです。 

 １５ページをお願いします。資本的収支（第２の財布）につきましては、収入合計が９９１万

円、支出合計が３２２６万円となっております。資本的収支の不足額が２２３５万円となってお

り、この分につきましては内部留保資金等（第３の財布）で補てんしております。 

１６ページをお願いします。工業用水道事業会計の内部留保資金等残高の内訳となっておりま

す。 

１７ページをお願いします。令和２年度の主な事業となっております。 

続きまして下水道事業会計の決算について、ご説明いたします。１９ページをお願いします。

令和２年度の年間総処理水量は７３１万８６７立法メートルで、前年度に比べ１０９万

６７８６立法メートルの増となっております。水洗化戸数は２万４３９０戸、水洗化人口は５万

２９２６人で前年度に比べて増加しております。 

２０ページをお願いします。収益的収支（第１の財布）につきましては、収入合計が２０億円、

支出合計は１８．３億円となっております。よって、１．７億円の純利益を計上しております。

この純利益につきましては、内部留保資金等（第３の財布）に積み立てております。 

 ２１ページをお願いします。使用料収入及び損益の推移を示したものです。前年度と比較して

使用料収入、損益ともに減少しています。 

 ２２ページをお願いします。資本的収支（第２の財布）につきましては、収入合計が１０．

９億円、支出合計は１７．４億円となっております。資本的収支の不足額が６．５億円となって

おり、この分につきましては内部留保資金等（第３の財布）で補てんしております。 

２３ページをお願いします。下水道事業会計の内部留保資金等（第３の財布）の残高の内訳で

す。 

２４ページをお願いします。下水道事業会計の企業債残高の状況です。 

２５ページをお願いします。令和２年度の主な事業となっております。 

２６ページをお願いします。財務・経営の状況です。 

最後に病院事業会計の決算について、ご説明いたします。２８ページをお願いします。収益的

収支（第１の財布）につきましては、収入合計が４．７億円、支出合計は５．１億円となってお

ります。よって、０．４億円の純損失を計上しておりますが、現金による収支は収入、支出とも

に２．８億円となっており、減価償却費等による現金の支出を伴わない経費の不足分が損失とな

っております。 

２９ページをお願いします。収益的収支の決算の結果、剰余金計算に記載しておりますように、

当年度純損失に前年度繰越欠損金を加えた結果、当年度未処理欠損金は８億８３６３万円となっ

ております。病院事業会計では収益収支は欠損金を繰り越しており、補てんできないため損失額

が累積しておりますが、この欠損金は現金の支出を伴わないため、この欠損金により病院運営へ

の影響や病院事業会計の資金不足につながるものではありません。 

３０ページをお願いします。資本的収支（第２の財布）につきましては、収入、支出ともに合

計が３．４億円となっております。資本的収支不足額はありません。 

３１ページをお願いします。病院事業会計の企業債残高の状況です。企業債の元利償還金は交

付税の額を除き指定管理者の負担となっております。 

３２ページをお願いします。令和２年度の主な事業となっております。トイレや屋上防水など



４ 

老朽化した箇所の一部改修をおこなっています。 

以上で、認定議案４件の補足説明を終わります。 

○委員長 

 補足説明が終わりましたので、審査に入ります。 

初めに、監査委員の審査意見書に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１２ 

再 開 １０：１３ 

委員会を再開いたします。 

「認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」に対する質疑を許します。質

疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１４号 令和２年度 飯塚市工業用水道事業会計決算の認定」に対する質疑を

許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１５号 令和２年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定」に対する質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○上野委員 

 この下水道事業につきましては推進するに当たって、下水道事業計画に基づいてされてあると

思うのですが、この下水道事業計画区域に指定されている地域におきましては、たとえ現在、下

水道が整備されていなくても浄化槽設置費の補助金対象外となっております。環境変化などによ

る改修とか、また特に新築をされる場合には生活環境、また水環境を考えると、どうしても浄化

槽を設置したい、また設置していただかなくてはならない、できるだけ設置していただきたいと

いう思いというか、市の行政のほうからにしても設置を推進していかなくてはならないのではな

いかと思っておりますが、この点は何らかの対策を考えていらっしゃいますでしょうか。 

○下水道課長 

 浄化槽設置補助事務を下水道課で行うようになりまして、下水道事業計画区域に指定されてい

る区域のため補助対象になりませんとお断りする案件があり、市民の皆様にご迷惑をおかけして

いることを実感いたしております。現在、下水道事業計画区域の見直しに取り組んでおりまして、

浄化槽と下水道両方の事務を行っておりますので、下水道事業計画区域で下水道整備の進捗が進

まず、浄化槽設置費補助も利用できない等が解消できるように、あわせて検討しているところで

ございます。 

○上野委員 

 ありがとうございます。下水道を整備する際には時間とお金がかかることはもう十分理解をし

ておるつもりです。水環境の保全、生活環境の向上には、下水道の整備に当たっては、地震等で

水道管、下水道管が損傷した際には市民生活に大きな影響がありますので、そのようなことも勘

案されていただきながら、安心安全な下水道の整備と同様に浄化槽の設置も進めていく必要があ

ると思っております。下水道と浄化槽の両方の事務を今年度から企業局のほうで持っていただい

ているということですので、そのようなメリットを生かしていただきながら、下水道整備がいま

だされていないところにつきましては、浄化槽の設置が進むような対策を早急にとっていただく

ように要望しておきます。よろしくお願いします。 
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○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○道祖委員 

 きょうの下水道事業会計の説明資料の１９ページに下水道事業の推移が載っておりますけど、

対象戸数が２万７２０８戸で５万９０４１人が公共下水道を利用しておるというふうになってお

ります。結果として計画がそういうふうになっているわけですけれども、実質は普及されている

のが２万４３９０戸、そして対象が５万２９２６人、８９．６％で、昨年より０．６％利用人口

がふえましたけれど、２９０８戸がまだ公共下水道につないでいないということです。ただ、昨

年よりもこの表を見ると２０５戸ふえたということですけれど、２０５戸はどういう努力をして

ふえたのか。 

 それと今、上野委員からも質疑があっておりましたけれど、例えばその整備区域の中で

２９０８戸は整備していないわけですけれど、こちらのほうが整備できない理由がその業者のほ

うで枝管を入れていないから結びつけられないのか。事業が遅れているから結びつけられいてな

いのか。そういうところは選択として、合併浄化槽も考えると言われておりますけれど、合併浄

化槽はどこまでの範囲で利用できるようになるのか。その点についての考え方をお示しいただき

たい。 

○下水道課長 

 昨年より２０５戸の増加につきましては、昨年度の面整備工事に伴いまして、接続戸数が

２０５戸ふえたというところになります。 

○道祖委員 

 面整備で２０５戸ふえたのですね。面整備に残りの２９０８戸については、まだ結びついてい

ないわけです。公共下水道は面整備が遅れているからそうなっているのですかと言っているので

す。面整備が遅れているとするならば、今言ったように選択として何年先になるかわからないか

ら、公共下水道じゃなくて合併浄化槽も併用して使うということで考えていけるのかどうか。 

残りの２９０８戸について、面整備をどういうふうに進めていくのかということです。１年間

で面整備をして２０５戸しか入っていないわけです。公共下水道に結びつけて利用していないと

いう理由は、面整備が遅れているからだけなのか。それとも、公共下水道にしないでほかの方法

でもやっているからということなのか。そこのところはどうなっているのですか。面整備をする

前に、公共下水道を入れる前に、既に合併浄化槽を使っていますというところがあるなら、公共

下水道に接続しないという考えだってあり得るわけです。その辺の分析はどうなっているのです

か。 

○下水道課長 

 アンケートをとりましたところ、今、質問委員が言われますように、浄化槽で生活に支障がな

いため、公共下水道に接続しないという回答もございます。一番回答で多かったのが費用的なも

のがありまして、また、高齢のため費用がかかり過ぎて、今後それだけ利用できるかわからない

というような回答が一番多くございました。 

○道祖委員 

 それを数字に示さないと。将来的に面整備は１００％進むのですかという話をしているわけで

す。いつまでも水洗化人口の計画の対象人口があって、戸数をもあって、そういう事情ならばそ

ういうところは接続しないのでしょう、合併浄化槽ですからということで。あなた方は努力して

も１００％にならないということでしょう、そういうお宅があるということは。だから、ちゃん

とそこのところを分類しておかないと、幾ら数字を出して１００％を目指すんだと言ったって、

１００％にならないじゃないですか。 

今年からは接続の補助金を上げて動向がどうなっているか。費用が足らないということを挙げ

た。では、どれぐらいの費用が足りないのですかという話になってくるわけです。合併浄化槽に
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ついては配管に１４万円で、そして便槽をどかすのに６万円で、合計２０万円までつくようにな

った。単独槽から変えるときは１９万円ですか。公共下水は１０万円しか接続に対して費用を出

さないのではなかったですか。言いたいのはどこまでやるのですかということです。費用をかけ

れば接続してくれるのだったら、どれぐらい費用をかけて達成率を上げていくのですかというこ

とです。そこのところをきれいに整理していかないと、いつまでも１００％にならないですよ。 

公共下水道事業ではなくて合併浄化槽で間に合っていますからということだったら、そこは合

併浄化槽で水は十分浄化されているわけです。それで今度、あなた方はこの区域内の中に合併浄

化槽をつけることを許すというのでしょう。許可していきましょう、見直していきましょうとい

うのでしょう、今の答弁では。先ほどの合併浄化槽について、その計画区域なり認可区域になっ

たときには、そこは将来的に公共下水道が入りますから、合併浄化槽の補助金を出しませんとい

うのが今までのとおりで、けれども、今度は所管が一緒になったから考えていきたいと思ってい

ますということでしょう。それはそれでも構わないのですけれど、言っているのは現状の

２９０８戸については、この資料を見る限り計画の戸数は出て、普及しているのが幾らで、あと

何戸公共下水道に接続していませんというのは出てこないのです。だから、引き算、足し算をし

ないといけないのです。そしたら、私が計算したら２９０８戸だった。数字が間違っていたら失

礼ですけれど。だけど、その中で再三言いますように合併浄化槽をもう使っているから、もう公

共下水道は必要ないんだということは、いつまで経っても、面整備を行っても、１００％の接続

にはならないということを言っているのです。だったら、それはそれではっきり整理しとかない

と目標値が違ってきますよ。 

そして、あなた方は面整備は１年間で、１９ページの資料を見ると２０５戸面整備できました

ということでしょう。２９０８戸が、公共下水道につながないという意思を持っている人たちは

別にして、２千何百戸は面整備が遅れているわけです、現状でも。であるならば、あと１０年面

整備にかかりますと、目標に対して。そういう計画で臨んでいるのですかということです。いつ

までに面整備は１００％にするつもりでいるのですか。答えられますか。 

○石田企業管理者 

 委員ご指摘のように、公共下水道の面整備はかなりの経費がかかりますので、かなりの年数が

かかっております。かかっているがために、公共下水道の区域内で水洗化をされる場合には、整

備ができていないところに関しては合併浄化槽で、しかも補助金の対象にならない合併浄化槽の

整備をされているお宅があるということも承知しています。それがために、委員ご指摘のように

１００％の普及率になっていないという形になっております。先ほど上野委員からもご指摘があ

りましたように、そういったお宅がふえているということでございますので、面整備に今後かな

りの年数を要するような区域に関しては、一旦区域から外して、合併浄化槽の補助金の対象にな

るというような見直し、検討を今行っているところでございます。そういった調整を企業局のほ

うで一括でできるようになりましたので、早急にその調整を進めたいというふうに考えておりま

す。 

○道祖委員 

 その際に計画戸数があって、そしてもろもろの事情があって、範囲の中から戸数が下がるわけ

でしょう。そしたら、そこが１００％の目標になるはずですから、改めてその辺を整理して、今

から計画するというならば、計画ができた際にちゃんと発表を出してください。それと、その

１００％の達成年度はいつなのか。 

そうしないと、今年度か来年度あたりに新しい公共下水道の範囲を広げようという計画がある

でしょう。公共下水道の入っていないところを一部公共下水道の整備区域にしようとする計画が

あるでしょう。そういうところでも、もう既に公共下水道がじゃなくて、合併浄化槽やら入って

いるところが結構あるわけです。もう遅いから、団地の中では。だけど、そこも母数として目標

値にそういう家も入れてしまえば、目標値がぽんと上がってしまうから、その辺はどうするかと
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いうことも考えてからやっていかないと。そして、計画を入れたら何年度までに達成するという

のは元々あるわけでしょう、普及区域を決めたら。それに対して、ちゃんとどれぐらいいってい

るということを今後示していただきたい。 

それともう一つ、先ほど言いましたように、今年４月から合併浄化槽の補助金があって、公共

下水道の補助金も少し上げましたけど、その額をどうするかについても、例えば今ある区域、

２９０８戸が積極的に接続させようとするならば、接続させるという計画があるのだから、その

間でもいいから補助金を上げてやるとかしてやらないと、結局１００％にならないと私は思いま

す。その辺もよくよく考えて、目標を立てたら、どうぞ接続してくださいだけではなくて、やは

り計画を立ててやっていかないと。将来的な収支の問題になってきますよ。やはり早く計画を立

てて、接続を１００％にさせて、そうしないと今度は古い管を布設がえしなくちゃいけない時期

になってきますよ。するとここに余剰金を持っていたとしても、それは投資に回していき始めた

ら、あっという間になくなるような気がするのです。公共下水道が入り始めて何年になりますか。

そういうことを考えていったら、やはり目標を持って、仕事に取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１６号 令和２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」に対する質疑を許し

ます。初めに、さきの本会議において審査要望のあった件の答弁を求めます。 

○企業管理課長 

 令和３年９月１０日、本会議の議案質疑におきまして審査要望がありました、「飯塚市立病院

管理運営協議会の委員を追加するという見直し案の承認が協議会ではなく、協議会終了後の意見

交換会でおこなわれたのではないか。また、協議会の委員で委員の見直し案を承認しているが市

長の委嘱行為との役割がきちんと行われているのか。」ということについて、ご説明いたします。 

令和３年２月１２日に開催されました、飯塚市立病院管理運営協議会の次第の「その他」の中

で、「副院長と看護部長を協議会委員に加えてはどうか」という提案が委員よりありましたので、

協議会の会長が協議会の中でその提案に異論がないかどうかを諮り、「異論なし」という承認を

得たものであり、協議会終了後の意見交換会で行われたものではありません。 

また、委員の見直しについては協議会の中で決定したものではなく、関係規則の改正手続を経

て、市長から委嘱をおこなっております。以上で答弁を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。これより討論、採決を行います。 

議題中、「認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」に対する討論を許し

ます。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「認定第１３号 令和２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」は認定することに、ご異議あ

りませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１４号 令和２年度 飯塚市工業用水道事業会計決算の認定」に対する討論を

許します。討論はありませんか。 
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（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「認定第１４号 令和２年度 飯塚市工業用水道事業会計決算の認定」は認定することに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１５号 令和２年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定」に対する討論を許し

ます。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「認定第１５号 令和２年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定」は認定することに、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１６号 令和２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」に対する討論を許し

ます。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「認定第１６号 令和２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」は認定することに、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：３９ 

再 開 １０：４０ 

委員会を再開いたします。 

次に、「議案第８１号 飯塚市工場等誘致条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○企業誘致推進課長 

 「議案第８１号 飯塚市工場等誘致条例の一部を改正する条例に」ついて、補足説明をいたし

ます。議案書の２１ページをお願いいたします。「議案第８１号」につきましては、令和３年

４月の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に基づき、頴田地域が新たに

過疎地域に指定されたことに伴い、飯塚市工場等誘致条例第３条の適用地区に頴田地域を追加す

るため、本案を提出するものでございます。 

 新旧対照表につきましては２２ページに記載しております。以上、「議案第８１号」の補足説

明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。 

「議案第８１号 飯塚市工場等誘致条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可

決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 
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 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第８４号 土地の処分（地方卸売市場跡地）」を議題といたします。執行部の補

足説明を求めます。 

○企業誘致推進課長 

「議案第８４号 土地の処分（地方卸売市場跡地）」について補足説明をいたします。議案書

の３５ページをお願いいたします。取得申請がありました株式会社イズミはショッピングセン

ターやスーパーマーケットを運営する総合小売業の企業でございます。このたび、大型商業等施

設の建設及び運営のため、飯塚市地方卸売市場跡地５万５２８５．０２平方メートル、約１万

６７００坪の取得を希望されたところでございます。 

担当課といたしましては、市民の雇用の場の確保、税収の確保、商業振興及び商業等を新たな

魅力とした地域の活性化といった観点から地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、

飯塚市地方卸売市場跡地を株式会社イズミに売却したいと考えております。売買価格は２１億円

でございます。 

株式会社イズミの本社は広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号、代表は山西泰明氏でござ

います。 

なお、施設の建設に当たりましては、できる限り地元事業者を活用いただくようお願いしてお

ります。以上、「議案第８４号」の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。 

「議案第８４号 土地の処分（地方卸売市場跡地）」については、原案のとおり可決すること

に、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第８８号 市道路線の認定」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○土木管理課長 

 「議案第８８号 市道路線の認定」について、補足説明させていただきます。議案書４７ペー

ジをお願いいたします。市道路線の認定につきましては、道路法第８条第１項の規定に基づき市

道路線を認定するに当たり、同条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるため提出するもので

ございます。 

 今回認定する路線は５路線、延長２５１．５メートルでございます。路線明細の左端に記載し

ております一連番号１番から５番までの５路線は寄付採納に伴い路線認定を行うものです。路線

箇所は４８ページから５２ページに記載しております。以上、簡単ではございますが、補足説明

を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。 

「議案第８８号、市道路線の認定」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありま

せんか。 
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（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に執行部から、「飯塚駅周辺地区整備事業の進捗状況」の資料提出並びに補足説明したい旨

の申し出があっておりますので、「中心拠点の整備について」を議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。「中心拠点の整備について」を議題といたします。 

「飯塚駅周辺地区整備事業の進捗状況について」、執行部の説明を求めます。 

○飯塚駅周辺整備推進課長 

 「飯塚駅周辺地区整備事業の進捗状況について」、ご報告させていただきます。飯塚駅周辺地

区整備事業は、当該地区のまちづくりの指標となる基本的な考え方をまとめた、菰田・堀池地区

活性化基本方針に基づき事業を進めています。飯塚駅周辺地区整備事業の進捗状況として、事業

概要、地元説明会の開催状況、飯塚駅周辺地区活性化基本計画策定スケジュールの報告をするも

のです。 

資料の１ページをお願いします。飯塚駅周辺地区整備事業、課題の概要図についてですが、飯

塚駅周辺整備については、国土交通省所管の都市構造再編集中支援事業の交付金を活用すること

を見込んでおります。この資料はその申請の際に必要となる資料の一部で、飯塚駅周辺、旧卸売

市場周辺、その他西町天道線の整備・改良事業をその対象事業にと考えており、それぞれの現状

課題と今後の対応策を整理したものになります。 

資料の右側中段のＪＲ飯塚駅の現況の写真になります。現状の飯塚駅はスロープやエレベー

ターが未整備であり、東西市街地はＪＲの鉄道敷により分断され、駅東西の往来はエレベーター

のない老朽化した跨線橋の利用となっています。バリアフリーに対応した駅前広場などの施設整

備や、利便性の高い東西自由通路の整備の必要性が高まっており、その課題解決に向けて飯塚駅

周辺地区活性化基本計画にて計画を策定しているところです。 

資料の右上の写真になりますが、旧卸売市場敷地に隣接する道路の安全性と飯塚駅間との回遊

性向上のため、現在未整備である歩道の設置や交差点等改良を含めた、道路改良にかかる旧卸売

市場周辺道路整備測量設計委託業務に着手しています。 

資料の左側の写真では、トライアルの南側に位置します長期未着手の都市公園がありますが、

計画だけあり整備していない都市公園の再配置を考えまして、場所といたしましては、菰田保育

園の横にある旧花卉市場の一部に公園を整備する予定でありまして、整備に伴います旧卸売市場

敷地内公園整備工事実施設計委託業務を着手しており、本年度末までに業務完了の予定です。 

資料の左下の写真ですが、場所は堀池交差点になりまして、オートバックスとやよい軒の間の

道路になります。ここの道路につきましては、慢性的な渋滞になっており、この渋滞の解消に向

けまして、道路改良に先立ちまして、西町天道線道路改良工事測量及び設計委託業務を着手して

おり、本年度末までに業務完了の予定です。 

資料の２ページをお願いします。こちらは今年度行いました、地元への事業内容説明状況とそ

の際での主な意見をまとめたものとなっております。コロナ禍でまちづくり協議会や自治会長会

が書面会議となっていることが多く、地元のまちづくり協議会や自治会長会で説明する機会が難

しい状況ですが、菰田地区及び穂波地区の主に役員会ですが、まちづくり協議会や自治会長会、

また市民説明会で説明させていただいています。 

最後に、資料３ページをお願いします。飯塚駅周辺地区活性化基本計画策定スケジュールにつ

いてです。事業実施に活用する社会資本整備総合交付金、都市構造再編集中支援事業のスケジ

ュールは、福岡県都市計画課とは随時協議を行い、７月に国土交通省九州地方整備局都市整備課

と協議を行いました。本申請は１２月となる見込みです。飯塚駅周辺整備基本計画は本年度末ま

でに策定する予定であり、市役所内部会議として計画策定委員会を開催し、報告・協議を行って
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おり、また、都市計画審議会にて報告を行っている状況です。以上、簡単ですが報告を終わりま

す。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

本件については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から３件について、報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

「令和３年８月豪雨による災害発生について」、報告を求めます。 

○農業土木課長 

 令和３年８月１２日から１８日にかけての豪雨による災害発生について、ご報告いたします。

なお、この災害報告は都市建設部内の各課に及んでいますことから、農業土木課から一括して報

告をさせていただきます。災害対象雨量につきましては、８月１２日から１８日で飯塚市部局で

の雨量が、１２日の２４時間雨量で８１．５ミリ、１３日の２４時間で１６３ミリ、１４日の

２４時間で２３０．５ミリ、１５日の２４時間で０．５ミリ、１６日の２４時間で２４．５ミリ、

１７日の２４時間で７８ミリを観測いたしました。１２日からの降り始めから１８日までの総雨

量は５７８ミリでありました。 

それではお手元の資料をお願いいたします。令和３年９月１日時点での災害発生状況は、公共

土木災害で道路３カ所、そのうち補助災害申請が２カ所。河川災害は３カ所で、３カ所とも補助

災害申請を行います。都市施設、公園災害では１カ所の工事を補助災害申請にて行います。また、

農林業施設災害では８カ所の工事を行い、そのうち補助災害申請を５カ所行います。農地災害に

つきましては、１５カ所全ての補助災害申請を行います。また、林道施設災害１カ所の補助災害

申請を行います。なお、このような災害発生を受けたことにより、各施設の所管課において、早

期復旧を目指し申請手続を進めているところでございます。以上、簡単ではございますが、災害

についての報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○企業管理課長 

 「工事請負契約について」、１件ご報告いたします。入札の執行状況につきましては、業者選

考委員会において、条件付き一般競争入札実施要領及び運用基準に基づきまして、市内土木一式

工事のＳ等級、１等級または２等級に格付されている要件等を公告し、入札を執行いたしました。 

次に、入札の結果について、ご説明いたします。資料１ページをお願いいたします。「伊川地

区汚水管渠布設（１工区）工事」につきましては、３１者による入札を執行いたしました。その

結果、落札額６２４８万２２００円、落札率８５．０９％で、株式会社小山産業が落札しており

ます。なお、本件につきましては、変動型最低制限価格により３１者中４者の同額応札があり、

地方自治法施行令の規定に基づき、くじ引きで落札者を決定しております。以上で、報告を終わ

ります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負変更契約について」、報告を求めます。 

○企業管理課長 

 「工事請負変更契約について」、１件ご報告いたします。資料「工事請負変更契約報告書」を

お願いします。本年１月１８日に契約締結を、また６月２１日に工期延長の変更契約として、本

委員会にご報告しておりました、「水江雨水ポンプ場新設（その２）工事」につきまして、原契

約工期令和３年８月２７日を令和３年１０月２９日に延長するものです。変更契約の内容としま

して、８月の長雨の影響により、埋戻工で使用する仮置土の乾燥等状態回復に時間を要するため、

工期延長を行ったものです。以上で、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、経済建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


